
  

日本商工会議所内部通報制度について 
 

平成２１年３月１日改正 

日 本 商 工 会 議 所 

 

１．制度の趣旨 

日本商工会議所が行う事業および日本商工会議所と各地商工会議所とが共同で行い日

本商工会議所もその責任の一端を負うことになる事業（以下、「共同事業」という。）に

おける組織的または個人的な法令違反および諸規程等に反する不適正な行為（以下、「違

法行為等」という。）に関する通報の適正な処理の仕組みを定めることにより、違法行為

等の早期発見と是正を図り、もって商工会議所運営におけるコンプライアンス（法令遵

守）の徹底に資する。 

 

２．制度の概要（※別紙スキーム図参照） 

 

（１）通報先 
 ・日本商工会議所専務理事または常務理事 

・内部通報窓口（日本商工会議所総務部長） 
 

（２）通報の対象となる事業 
 ・日本商工会議所が行う全ての事業 

 ・日本商工会議所と各地商工会議所が共同で行い日本商工会議所もその責任の一端 
を負うことになる事業 

（＝「共同事業」） 
    ・日本商工会議所を経由して各地商工会議所が実施する国の補助・委託事業 

    ・ＰＬ（生産物賠償責任）保険制度 
    ・容器包装リサイクル事業 

    ・個人情報漏えい賠償責任保険制度 
    ・各種検定試験事業 

    ・ビジネス認証サービス（電子認証事業） 
    ・Ｃｈａｍｂｅｒｓカード事業 

    ・休業補償プラン 
    ・ＪＡＮメーカコードの登録受付業務      

    ・公害健康被害補償（汚染負荷量賦課金徴収）業務 
 

（３）通報者 
 ・日本商工会議所が行う事業 ⇒ 日本商工会議所役職員 

 ・共同事業         ⇒ 日本商工会議所および当該商工会議所役職員 

     

（４）通報の方法 

 ・「内部通報制度 通報フォーム」により、郵送、ＦＡＸ、ｅメールまたは持参のい
ずれかの方法で通報する。 

 

３．施行日 

   平成２０年５月１日                         以 上 



日本商工会議所内部通報制度（スキーム）

報告 指示

連絡・相談 （要請があれば支援）

（必要があれば相談）

報告 指示

＜日商と各地商工会議所との

通報 回答 共同事業（※）に関するもの

通報 回答 に限る＞

通報 回答

回答 通報

日商役職員 各地商工会議所役職員

日商会頭

日商顧問
弁護士

日商専務理事または常務理事

※「日商と各地商工会議所との共同事業」 ： 日商を経由して各地が実施する国の補助・委託事業
PL（製造物責任）保険制度、容器包装リサイクル事業、
個人情報漏えい賠償責任保険制度、各種検定試験事業、
ビジネス認証サービス（電子認証事業）、Chambersカード事業、
休業補償プラン、 JANメーカコードの登録受付業務、
公害健康被害補償（汚染負荷量賦課金徴収）業務

（日商の内部通報制
度とは別に各地商工
会議所が独自に整備
する内部通報制度）

各地商工会議所
による独自制度
の内部通報窓口

各地商工会議所
役職員

通報 回答

日商の内部通報制度は、各地
商工会議所が独自に整備する
内部通報制度とは直接関係な
いが、必要があれば、日商の
会員サービスの一環として相
談に応じる。また、要請があれ
ば支援に応じる。

内部通報窓口
（日商総務部長）

(日本商工会議所内部通報制度）
[参考]

（平成21年3月1日）


